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第三者割当による新投資口発行における発行口数の確定に関するお知らせ 

 

産業ファンド投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、平成26年1月15日及び平成26年1

月27日開催の本投資法人役員会において、公募による新投資口発行及び投資口売出し(オーバーアロ

ットメントによる売出し)と同時に決議いたしました第三者割当による新投資口発行に関し、割当先

より発行予定口数の全部につき申込みを行う旨通知がありましたので下記の通りお知らせいたしま

す。 

 

記 

 

(1) 発 行 新 投 資 口 数  216 口 

  （発行予定投資口数 216 口）

(2) 払込金額（発行価額）の総額  167,482,944 円 

  （1 口当たり 775,384 円）

(3) 申 込 期 間 （ 申 込 期 日 ） 平成 26 年 3 月 3日（月）

(4) 払 込 期 日 平成 26 年 3 月 4日（火）

(5) 割 当 先           野村證券株式会社 
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＜ご 参 考＞ 

１． 今回の第三者割当による新投資口発行は、平成 26 年 1 月 15 日及び平成 26 年 1 月 27 日開催

の本投資法人役員会において、公募による新投資口発行及び投資口売出し（オーバーアロット

メントによる売出し）と同時に決議されたものです。 

当該第三者割当の内容等については平成 26 年 1 月 15 日付の「新投資口発行及び投資口売出

しに関するお知らせ」及び平成 26 年 1 月 27 日付の「新投資口発行及び投資口売出しに係る価

格等の決定に関するお知らせ」をご参照下さい。 

２．今回の第三者割当による発行済投資口総数の推移 

現 在 の 発 行 済 投 資 口 総 数 165,316 口  

今 回 の 増 加 投 資 口 数 216 口  

第三者割当後の発行済投資口総数 165,532 口  

３．今回の第三者割当による調達資金の使途 

今回の第三者割当による新投資口発行に係る手取金（167,482,944 円）については、当該第三

者割当と同日付をもって決議された公募による新投資口発行における手取金（6,888,511,456

円）と併せて、平成 26 年 1 月 15 日付で公表した「国内不動産及び不動産信託受益権の取得に

関するお知らせ」に記載の本投資法人による新たな特定資産（投資信託及び投資法人に関する

法律第 2条第 1項における意味を有します。）の取得資金の一部に充当します。 

以 上 

 

 

＊本投資法人のホームページ：http://www.iif-reit.com/ 


